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Ⅰ　地方の体制等及び地方公務員の数・種類

アメリカ イギリス ドイツ フランス 日本（参考）

地
方
の
体
制
等

・州のもとに、広域自治体であるカウンティ（郡）と基礎自治体で
あるシティ（市）・ヴィレッジ（村）等がある。

【2002年12月現在の自治体数】（※1）
・州：50
・郡：3，034
・市等：35，933

・1層制と2層制が混在
・1層制においては大都市圏ディストリクト及び
ユニタリーの２種がある。
・2層制においては、広域自治体としてＧＬＡ
（ロンドン庁）及びカウンティが設置されてお
り、基礎自治体としてロンドン区/シティ及び
ディストリクトが設置されている。

【2002年現在の自治体数】（※2）
・大都市圏ディストリクト：36
・ユニタリー：101
・ＧＬＡ：1
・カウンティ：34
・基礎自治体：297

・州は連邦を構成し、広範な行政権を付与
されている。
・広域自治体であるクライス（郡）と基礎自
治体であるゲマインデ（市町村）に大きく
分けられる。

【2001年12月現在の自治体数】(※3)
・州：16
・クライス：323
・ゲマインデ：13，532
　（ゲマインデには、クライスの区域外にあ
る「郡独立市」も含む）。

・自治体の階層構造は３層制であり、広域
自治体の州（régions：レジオン）・県（dé
partment：デパルトマン）、基礎自治体の
市町村（communes：コミューン）からなる。

【2002年1月1日現在の自治体数】(※4)
・州：22
・県：96
・コミューン：36,565
（海外州を除く）

・広域自治体
　　都道府県
・基礎自治体
　　市区町村

【2006年3月31日現在の自治体
数】
・都道府県：47
・市区町村：1，844

地
方
公
務
員
の
数
と
種
類

1,901万人（2005年3月現在）(※5)
　・州・・・508万人
　・郡・市等・・・1,393万人

州における職員の分類（カリフォルニア州の例）
　　　　　　  　   公選職員・・・住民の選挙によって選ばれる者
　　　　　　　　   任命職員・・・公選職員から任命される者
　
　　　　　　　　　 一般職員・・・任命職員が採用した者

郡・市等における職員の分類例
　　　　　　　　　　非分類職→成績主義が適用されない
　　　　　　　　　　　公選職・・・有権者から選挙により選出される職
　　　　　　　　　　　任命職・・・市長や議員より直接任命される職

　　　　　　　　　　分類職→成績主義の適用を受ける
　　　　　　　　　 　　除外職・・・各部局長が自由に任命できる職
　　　　　　　　　 　　非競争職・・・専門技術職
　　　　　　　　　 　　労働職・・・高い技術を必要としない職
　　　　　　　　　 　　競争職・・・競争試験に基づいて採用される職

293万人（2005年7月現在）(※6) 351万人（2004年6月現在）(※7)
・州：212万人
　　　官　 吏：127万人
　　　非官吏：85万人
・クライス・ゲマインデ：139万人
　　　官　 吏：18万人
　　　非官吏：121万人

※　基本的に連邦官吏と州・地方自治体
の官吏の枠組みは同様である。

152万人（2003年12月現在）(※8)
　・公吏：116万人
　・非公吏等：36万人

※　基本的に地方公務員の公吏と国家公
務員の官吏の枠組みは同様である。

304万人（2005年4月現在）(※9)
一般職地方公務員

（総人口　２億９千万人） （総人口　６千万人） （総人口　８千万人） （総人口　６千万人） （総人口　１億２千８百万人）

［出典等］
(※１)　“2002 Census of Governments Volume1,Number1,Government Organization”　アメリカ連邦統計局（US Census of Bureau）
(※2）　「英国の地方自治」(財)自治体国際化協会　2003年
(※3)　「ドイツの地方自治」(財)自治体国際化協会　2003年
(※4)　「フランスの統計資料2005」在日フランス大使館ホームページ
(※5)　“Public Employment & Payroll”  アメリカ連邦統計局（US Census of Bureau）
(※6)　National Statistics 資料をもとにした内閣府調査「公務員数の国際比較に関する調査」（平成18年8月）
(※7)　ドイツ連邦統計局（Statistisches Bundesamt Deutschland）ホームページ
(※8)　“Les Collectivités locales en chiffres en 2006”　フランス内務省地方自治体総局（Direction générale des collectivités locales）
(※9)　総務省公務員部「平成17年度地方公共団体定員管理調査」
(※10)　平成18年11月17日　行政改革推進本部専門調査会第4回提出資料「諸外国の国家公務員制度の概要」（人事院作成）より抜粋

国
家
公
務
員
の
数
と
種
類

199万人　（2003年12月現在）
　
　官吏（Ｔｉｔｕｌａｉｒｅｓ）　　           175万人
　　恒久的官職に任命行為により任用
　非官吏（Ｎｏｎ　ｔｉｔｕｌａｉｒｅｓ）等　 24万人
　　見習職員、補助職員、臨時職員等

（注）  教育　      107万人
        警察・監獄　12万人

64万人　（2006年度末定員等）

一般職国家公務員 （64万人）
　　　非現業国家公務員
                         （30.3万人）
　　　特定独立行政法人等職員
                          （7.4万人）
　　　日本郵政公社職員
　　　　　　　　　　   （26.2万人）

264万人　（2005年9月現在）
　競争職（Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）　132万人
　　　　競争試験により任用（職階制適用）
　除外職（Ｅｘｃｅｐｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）　　  131万人
　　　うち
　　　郵便庁職員　　　　　　　　　　　　　76万人
　　　行政府の上位職　　　　　　　　　0．8万人
　　　うち
　　　　　高級管理職俸給表適用者（ＥＸ）
　　　　　　（大局長～次官、長官）　　　500人
　　　　　　　　　　　　　　            →政治任用
　　　　　上級管理職俸給表（ＳＥＳ） 7,000人
　　　　　　（課長～局長）  →１割が政治任用

55万人　（2005年4月現在）

　　国家公務員（Ｃｉｖｉｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）
　　　　　～国王の奉仕者

30万人　（2006年1月現在）

　官吏（Ｂｅａｍｔｅ）            13万人
　　　公法上の勤務・忠実関係
　　　統治権関与・公権力の行使等
　非官吏（Ｂｅｓｃｈäｆｔｉｇｔｅ）   17万人
　　　私法上の雇用契約関係

(※10)
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【参考】　諸外国の地方公務員の部門別職員数

（注）　端数調整を行っていないため、必ずしも計と突合しない。

【出典及び時点】
アメリカ連邦統計局（US Census of Bureau） “State
and Local Government Employment and Payroll”
March 2004　による2004年3月現在の数値。

【出典及び時点】
ドイツ連邦統計局（Statistisches Bundesamt
Deutschland）による2004年6月末現在の数値。

【出典及び時点】
Les Collectivités locales en chiffres 1999 による
1998年1月現在の数値。

区分 人数（千人）

財政 428

その他管理 462

司法 436

警察 960

消防 431

矯正 714

道路・高速 564

航空 46

水上交通 13

福祉 523

保健 465

病院 987

社会保険 93

廃棄物処理 118

下水道 136

公園管理 384

住宅 120

天然資源 208

水道 175

電力 80

ガス 11

公共バス 238

初等教育 7,541

高等教育 2,830

その他教育 95

図書館 182

州経営酒店 9

その他 510

計 18,760

アメリカ

区分 人数（千人）

行政 309

技術 638

文化 55

スポーツ 17

医療 196

市町村の警察 19

消防 36

その他 57

在宅保母 58

計 1,384

フランスイギリス

※まとまった資料がなかったため、時点の異なる統計を
まとめたもの   （人数：千人）

教育（教員）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　511

教育（教員以外）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　773

福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　310

消防・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　54

警察官・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　274

（注）警察官以外は、イングランド及びウェールズの
合計、警察官はスコットランド及び北アイルランド含
む。

※教育・福祉については、地方自治協会（Local
Govornment Association）による２００５年度地方
公務員統計（Local Government Employment
Survey 2005）による２００５年６月末現在の数値。

※消防については、コミュニティ・地方自治省
（Department for Communities and Local
Government）による２００４年度イングランド及び
ウェールズの消防・救助業務統計（Fire and
Rescue Service Operational Statistics Bulletin
for England and Wales 2004/05）による２００５年３
月末現在の数値。

※警察官については、国家統計局（Office for
Natinal Statistics）による２００５年公共部門従業
員傾向（Public Sector Employment Trends
2005）による２００５年６月末現在の数値。

区分 人数（千人）

一般行政 1,147

　　管理 354

　　治安・秩序維持 395

　　司法 187

　　財務 211

教育、科学、研究 1,303

社会保障等 329

健康、環境、スポーツ、レクリエーション 296

住宅、総合地域再開発計画等 188

食料確保・農林業 28

エネルギー、治水 19

交通、放送 70

産業 64

計 3,443

ドイツ
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Ⅱ　諸外国の地方公務員の労働基本権

アメリカ イギリス ドイツ フランス 日本（参考）

団
結
権

（カリフォルニア州）
認められている。
（カリフォルニア州内の郡・市等）
認められている。

（ニューヨーク州）
認められている。
（ニューヨーク州内の郡・市等）
認められている。

・官　 吏：認められている。

・非官吏：認められている。

・公　 吏：認められている。

・非公吏：認められている。

認められている（ただし、警察職員及び
消防職員は認められていない）。

団
体
交
渉
権

（カリフォルニア州）
認められている。
なお、協約締結権に関しては、認められて
いない。
（カリフォルニア州内の郡・市等）
認められている。
なお、協約締結権に関しては、認められて
いない。

（ニューヨーク州）
認められている。
（ニューヨーク州内の郡・市等）
認められている。

・官　 吏：認められている。
             なお、協約締結権に関しては、
             認められていない。

・非官吏：認められている。

・公　 吏：認められている。
             なお、協約締結権に関しては、
             認められていない。

・非公吏：認められている。

認められている。（ただし、警察職員及び
消防職員は認められていない。）

また、団体交渉権が認められている者
のうち、企業職員等を除き、協約締結権
は認められていない。

争
議
権

（カリフォルニア州）
公衆衛生や安全を直ちに脅かすものでな
い場合等、一定の場合に限り認められてい
る。
（カリフォルニア州内の郡・市等）
公衆衛生や安全を直ちに脅かすものでな
い場合等、一定の場合に限り認められてい
る。

（ニューヨーク州）
認められていない。
（ニューヨーク州内の郡・市等）
認められていない。

・官　 吏：認められていない。

・非官吏：認められている。

・公　 吏：認められている。

・非公吏：認められている。
認められていない。

・警察官以外：認められている。

・警察官：認められていない。
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